
 

 

別記第７号様式（第１５条関係） 
 

平 成 ２７年 度 電 源 立 地 地 域 対 策 交 付 金 事 業 評 価 報 告 書 
 

                                                                                                           平成２８年３月２日 
 
 
 北海道知事  高 橋  は る み  様 
 
 

                                                                虻田郡豊浦町字船見町１０番地   
                                                                 豊浦町長  村 井 洋 一  印 

 
 
 
 
 
 平成２７年７月３０日付け環エネ第９４９号をもって交付の決定の通知を受けた電源立地地域対策交付金に係る交付金事業の成果の評価について、北海道
電源立地地域対策交付金等交付要綱第１５条第３項の規定により、別紙のとおり報告します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

別 紙  
 
  Ⅰ．事業評価総括表 
                                                                （単位：円） 

番 号 措  置  名 交付金事業の名称 
交付金事業者名又は 
間接交付金事業者名 

交付金事業に 
要した経費   

交付金充当額 備 考 

１ 福祉対策措置 豊浦町立大岸保育所保育事業 豊浦町 ６，５０８，８７７ ５，４０９，０００ 

 

  (注) 事業か２つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Ⅱ．事業評価個表 

番   号 措    置    名 交  付  金  事  業  名 

１ 福祉対策措置 豊浦町立大岸保育所保育事業 

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 豊浦町 

交 付 金 事 業 実 施 場 所             虻田郡豊浦町字大岸９７－６０ 

交 付 金 事 業 の 概 要             豊浦町立大岸保育所の保育士３人分の給料 

総  事  業  費             ６，５０８，８７７円 

交 付 金 充 当 額            ５，４０９，０００円 

  うち文部科学省分  

  うち経済産業省分 ５，４０９，０００円 

交付金事業の成果及び評価 

豊浦町過疎地域自立促進市町村計画において、児童の健全な保育に欠かせない施設として位置づけられている当該保育所は、
地域に密着した保育所として地域の敬老会や老人施設への慰問等に積極的に取り組んでおり、その保育方針から保護者の信頼
も厚いところである。本交付金を充当することにより必要な保育士数を確保し、充実した保育が実施できた。 

・保育所入所者数  平成２６年度 １６名 ⇒ 平成２７年度 ２８名 

交付金事業の実施に伴い締結された売買、賃借、請負その他の契約 

 契 約 の 目 的           契 約 の 方 法           契 約 の 相 手 方 契 約 金 額           

人 件 費 雇 .用 － ６，５０８，８７７円 

成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無 

無し 

 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方 

 当該保育所は国の認可保育所であり、平成１５年度までは国費・道費の支援を受けていたが、１６年度から地方分権に伴う税源移譲により一般財源化さ 

れ、健全な保育運営に要する財源確保が難しい状況である。 

その為、保育に必要な保育士数の確保と充実した保育を住民に提供する為には、本交付金を充当することが必要不可欠となっている。 

交付金事業の成果の再評価を行う場合の予定年度 該当無し 

  (備考) (1) 事業ごとに作成すること。 
         (2) 番号の欄には、事業評価総括表における番号欄に対応した数を記入すること。 
         (3) 交付金事業の成果及び評価の欄には、進捗度、利用量並びに効果等を出来る限り数値を用いて記載すること。 
         (4) 契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。 
         (5) 成果及び評価に係る第三者機関の活用の有無の欄については、第三者機関を活用した場合にあっては、第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。 
        (6) 本事業に来年度以降も交付金を充当する場合の本事業に係る基本的な考え方の欄については、来年度以降の本事業の事業の見通し等について記載すること。 


